
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人君野駿平の上告理由第一について。

　原審は上告人Ａの供述の一部によつて被上告人名下の押印がすべて原判示の趣旨

の下になされたものと認定しているのであり、その認定は是認できるものであるか

ら、所論の違法あるものとは言えない。

　同第二について。

　しかし所論乙第一号証が、原判示のように旧証書の引換証とする趣旨の下に被上

告人が白紙に押印して上告人Ａに渡したもので、その内容はその後同上告人が記入

したものであることが認められる以上、もはやその記載どおりの文書が真正に成立

したものとは推定できないのであり、民訴三二六条はかかる場合になお真正な成立

を推定するものではないから、挙証者たる上告人においてその成立につき立証責任

を負担するのは当然である。それ故原判決には所論の違法はなく論旨は理由がない。

　同第三について。

　所論の実質は原審の専権に属する証拠の取捨判断を攻撃するもので適法な上告理

由と認められない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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